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平成３０年７月豪雨の復旧工事等における積算方法等について

（通知） 
 
 

 標記について、防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技

第７１６７号。２８．３．３１）別紙第２第１号に規定する建設工事をいう。）

のうち、広島県内で実施される土木工事に係る当面の運用を別紙のとおり定めた

ので、令和６年１０月１日以降に入札公告を行う工事から適用されたく通知す

る。 
なお、平成３０年７月豪雨の復旧工事等における積算方法等について（防整技

第２０１５６号。令和５年９月２８日）は、令和６年９月３０日限りで廃止す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
添付書類：別紙 
写送付先：大臣官房会計課長、整備計画局施設計画課長、整備計画局提供施設計

画官、地方協力局総務課長、地方協力局環境政策課長、地方協力局

在日米軍協力課長、陸上幕僚監部防衛部施設課長、海上幕僚監部防

衛部施設課長 



別紙 

平成３０年７月豪雨の復旧工事等における積算方法等について 

 

 

１ 適用対象工事 

防衛省が実施する建設工事（工事の実施細目について（防整技第７１６７号。

２８．３．３１）第２第１号に規定する建設工事をいう。）のうち、広島県内で

実施される全ての土木工事に適用する。 

 

２ 積算 

ア 直接工事費 

土木工事の直接工事費は、補正を行わない。 

 

イ 間接工事費 

土木工事の間接工事費は、補正を行わない。 


